
新旧対照表（第３章第２節 診療科別医師の確保）

改正案 現行 備考

１ 産科医 １ 産科医
⑴ 医師確保の方針 ⑴ 医師確保の方針

ア 計画の対象医療圏 ア 計画の対象医療圏
○ 本計画期間において，医師の確保を図るべき周産期医療圏として，相対的医師少数区 ○ 本計画期間において，医師の確保を図るべき周産期医療圏として，相対的医師少数

域を次のとおり定めます。 都道府県及び相対的医師少数区域を次のとおり定めます。

(ア) 相対的医師少数都道府県 (ア) 相対的医師少数都道府県

鹿児島県（三次保健医療圏） 鹿児島県（三次保健医療圏）

(イ) 相対的医師少数区域 (イ) 相対的医師少数区域

北薩小児科・産科医療圏，姶良・伊佐小児科・産科医療圏，大隅小児科・産科医療圏， 北薩小児科・産科医療圏，姶良・伊佐小児科・産科医療圏，大隅小児科・産科医療圏，

熊毛小児科・産科医療圏 熊毛小児科・産科医療圏

イ 医師確保の方針 イ 医師確保の方針
○ 医療提供体制等の見直し，医師の派遣調整，勤務環境改善支援及び産科医の養成数 ○ 医療提供体制等の見直し，医師の派遣調整，勤務環境改善支援及び産科医の養成数

の増加等の施策の実施により，本県における産科医の確保に取り組みます。 の増加等の施策の実施により，本県における産科医の確保に取り組みます。

○ 相対的医師少数区域においては，周産期医療提供体制の整備について特に配慮が必 ○ 相対的医師少数区域においては，周産期医療提供体制の整備について特に配慮が必 一部削除

要であることから，各医療機関の機能分担と医療圏を超えた連携に取り組むとともに，医師 要であることから，医療圏を超えた連携や医療機関の集約化等に取り組むとともに，医師

偏在の解消を図るため，鹿児島大学等関係機関・団体と連携して地域に必要な医師数（偏 偏在の解消を図るため，鹿児島大学等関係機関・団体と連携して地域に必要な医師数（偏

在対策基準医師数）の確保に努めます。 在対策基準医師数）の確保に努めます。

○ 相対的医師少数区域以外の医療圏についても，周産期医療提供体制の整備を進める必 ○ 相対的医師少数区域以外の医療圏についても，周産期医療提供体制の整備を進める必

要があることから，相対的医師少数区域と同様の取組を進めていきます。 要があることから，相対的医師少数区域と同様の取組を進めていきます。
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⑵ 偏在対策基準医師数 ⑵ 偏在対策基準医師数
○ 分娩取扱医師偏在指標に基づき算定された本県及び本県の相対的医師少数区域における ○ 産科医師偏在指標に基づき算定された本県及び本県の相対的医師少数区域における

偏在対策基準医師数は以下のとおりです。 偏在対策基準医師数は以下のとおりです。

表：最新デー

タに更新

⑶ 偏在対策基準医師数を踏まえた施策 ⑶ 偏在対策基準医師数を踏まえた施策
県下全域において，以下のような施策の実施により，本県における産科医の確保に取り組みま 県下全域において，以下のような施策の実施により，本県における産科医の確保に取り組みま

す。 す。

ア 医療提供体制等の見直しのための施策 ア 医療提供体制等の見直しのための施策
(ア) 医療圏を超えた地域間の連携等 (ア) 医療圏を超えた地域間の連携等

○ 産科医療体制の確保に向けた地域の取組を推進するため，相談体制の充実を図り，市 ○ 産科医療体制の確保に向けた地域の取組を推進するため，相談体制の充実を図り，市 保健医療計画

町村と一体となって検討を進めるとともに，産科医等の確保を行う市町村等への財政的支 町村と一体となって検討を進めるとともに，産科医や麻酔科医等の確保を行う市町村等へ 素案と合わせ

援を行っていきます。 の財政的支援を行っていきます。 て一部削除

○ 安全で良質な周産期医療を提供するために，総合周産期母子医療センターや地域周産 ○ 安全で良質な周産期医療を提供するために，総合周産期母子医療センターや地域周産 保健医療計画

期母子医療センター等の高度な医療機能の充実を図るとともに，地域の実情を踏まえ，こ 期母子医療センター等の医療機能の確保を図るとともに，地域の実情を踏まえ，これらの 素案と合わせ

れらの病院を中心に各医療機関の機能分担と連携を図り，限られた医療資源を有効に活 病院を中心に各医療機関の機能分担と連携を図り，限られた医療資源を有効に活用して， て記載変更

用して，分娩リスクに応じた医療が提供できるよう努めます。 分娩リスクに応じた医療が提供できるよう努めます。

○ 総合周産期母子医療センターは，本県の周産期医療システムの中核として，地域の周産 ○ 総合周産期母子医療センターは，本県の周産期医療システムの中核として，地域の周産

期医療関連施設と連携し，母体・胎児にリスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医 期医療関連施設と連携し，母体・胎児にリスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医

療など総合周産期医療が提供されるよう努めます。 療など総合周産期医療が提供されるよう努めます。

○ 地域周産期母子医療センターは，地域の拠点病院として，総合周産期母子医療センター ○ 地域周産期母子医療センターは，地域の拠点病院として，総合周産期母子医療センター

や地域の周産期医療関連施設と連携を図り，ハイリスク妊婦の分娩など比較的高度な医療 や地域の周産期医療関連施設と連携を図り，ハイリスク妊婦の分娩など比較的高度な医療

が提供されるよう努めます。 が提供されるよう努めます。
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○ 地域周産期医療関連施設は，総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療セン ○ 地域周産期医療関連施設は，総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療セン

ターと連携し，主に正常な分娩への対応や妊婦健康診査等を行う地域の第一次施設として ターと連携し，主に正常な分娩への対応や妊婦健康診査等を行う地域の第一次施設として

の機能が確保されるよう努めます。 の機能が確保されるよう努めます。

○ 出産時の急変等に対応するため，母体及び新生児の迅速な搬送体制の確保に努めま ○ 出産時の急変等に対応するため，母体及び新生児の迅速な搬送体制の確保に努めま

す。 す。

○ 救急車や新生児用ドクターカー，ドクターヘリ，消防・防災ヘリ等様々な搬送手段を有効 ○ 救急車や新生児用ドクターカー，ドクターヘリ，消防・防災ヘリ等様々な搬送手段を有効

に活用するため，関係機関との連携を図ります。 に活用するため，関係機関との連携を図ります。

○ 隣接県への母体及び新生児の搬送・受け入れが円滑に行われるよう，隣接県との情報 ○ 隣接県への母体及び新生児の搬送・受け入れが円滑に行われるよう，隣接県との情報

共有や相互支援体制の構築など，連携の強化に努めます。 共有や相互支援体制の構築など，連携の強化に努めます。

○ 奄美地域については，奄美ドクターヘリを活用するほか，状況に応じて，沖縄県ドクター ○ 奄美地域については，奄美ドクターヘリを活用するほか，状況に応じて，沖縄県ドクター 保健医療計画

ヘリや自衛隊ヘリによる救急搬送が円滑に行えるよう，今後とも関係機関との連携強化に ヘリや沖縄の陸上自衛隊ヘリによる救急搬送が円滑に行えるよう，今後とも関係機関との 素案と合わせ

努めます。 連携強化に努めます。 て記載変更

(イ) 機能分担・連携等 (イ) 機能分化・連携等

○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携して児の円滑な在宅等への退 ○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携して児の円滑な在宅等への退

院支援を行うとともに，在宅移行後においても，医療的ケア児やその家族が適切な支援を 院支援を行うとともに，在宅移行後においても，医療的ケア児やその家族が適切な支援を

受けられるよう，保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の連携体制の構築に努め 受けられるよう，保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の連携体制の構築に努め

ます。 ます。

○ 地域において，退院児やその家族を支援するため，在宅療養を支える社会資源（小児科 ○ 地域において，退院児やその家族を支援するため，在宅療養を支える社会資源（小児科

医，レスパイト先，訪問看護ステーション，障害児通所支援事業所，障害児相談支援事業 医，レスパイト先，訪問看護ステーション，障害児通所支援事業所，障害児相談支援事業

所等）の有効活用を検討するとともに，保健所や市町村，関係機関の連携のもと，長期にわ 所等）の有効活用を検討するとともに，保健所や市町村，関係機関の連携のもと，長期にわ

たって在宅医療を必要とする児への訪問指導等の取組に努めます。 たって在宅医療を必要とする児への訪問指導等の取組に努めます。

○ 長期にわたって在宅医療を必要とする児・者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮 保健医療計画

らせるよう，必要な人材の育成に努めるとともに，医療的ケア児等支援センター（令和５年 素案と合わせ

９月開所）を核として地域の医療的ケア児等コーディネーターなど関係機関・団体との連携 て追記

体制の下，支援の調整に努めます。

○ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため，子どもや母親の健康を確保 ○ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため，子どもや母親の健康を確保

するための母子保健医療対策や，妊婦やその家族への妊娠・出産等に関する支援の充実 するための母子保健医療対策や，妊婦やその家族への妊娠・出産等に関する支援の充実

に努めます。 に努めます。

○ 地域において分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえ，持続的に妊婦健康診 ○ 地域において分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえ，持続的に妊婦健診や 保健医療計画

査や分娩を取り扱うことのできる医療体制が確保されるよう，地域の実情に応じて各医療 分娩を取り扱うことのできる医療体制が確保されるよう，周産期医療施設のオープンシステ 素案と合わせ

機関における機能分担・連携について検討を行います。 ム等の活用など，地域の実情に応じた各医療機関における機能分化・連携について検討を て記載変更

行います。

(ウ) 医療機関までのアクセスに時間がかかる地域への支援 (ウ) 医療機関までのアクセスに時間がかかる地域への支援

○ 島内で分娩できない離島地域については，妊婦健康診査や出産にかかる経費の一部を ○ 常駐の産科医がいない離島地域については，「離島地域出産支援事業」により，妊婦の 保健医療計画

助成するなど，妊婦の経済的負担の軽減に引き続き努めます。 経済的負担の軽減に努めます。 素案と合わせ

て記載変更

イ 医師の派遣調整 イ 医師の派遣調整
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を図るために地域医療介護総合確保基金を ○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を図るために創設された地域医療介護総合 文言修正

活用するなど，産科医の養成や確保に向けた取組を推進します。 確保基金を活用するなど，産科医の養成や確保に向けた取組を推進します。

3



○ 鹿児島大学とも連携して県外から医師を招聘するなど，産科医が不足する県立病院をは 事業終了のた

じめとする地域の中核的な病院等に産科医を派遣します。 め削除

○ 地域枠医師をはじめとする医師の派遣調整に当たっては，鹿児島大学等関係機関・団体 ○ 地域枠医師をはじめとする医師の派遣調整に当たっては，鹿児島大学等関係機関・団体

と一体となって，医師確保・配置に取り組みます。 と一体となって，医師確保・配置に取り組みます。

○ 今後，増加が見込まれている地域枠医師等の効果的な派遣を行うため，県地域医療支 ○ 今後，大幅な増加が見込まれている地域枠医師等の効果的な派遣を行うため，県地域 文言修正

援センターと連携の上，県地域医療対策協議会における協議を踏まえ，派遣医師のキャリ 医療支援センターと連携の上，県地域医療対策協議会における協議を踏まえ，派遣医師の

ア形成を考慮した研修先医療機関・勤務先医療機関の設定やグループ診療体制の構築に キャリア形成を考慮した研修先医療機関・勤務先医療機関の設定やグループ診療体制の

向けた検討を進めます。 構築に向けた検討を進めます。

ウ 医師の勤務環境を改善するための施策 ウ 医師の勤務環境を改善するための施策
○ 産科医の処遇改善を図る医療機関への助成などを通じて，更なる人材の確保に努めます。 ○ 産科医の処遇改善を図る医療機関への助成などを通じて，更なる人材の確保に努めま

す。

○ 院内助産や助産師外来の活用など，産科医師から助産師へのタスク・シフト／シェアを促進 ○ 助産師等の積極的な活用により，産科医がよりその専門性を必要とする業務に専念で 保健医療計画

することにより，産科医がよりその専門性を必要とする業務に専念でき，業務負担の軽減が可 き，業務負担の軽減が可能となることから，助産師等の確保について，養成所への運営費 素案と合わせ

能となることから，助産師等の確保について，養成所への運営費の補助，新人職員や未就業 の補助，新人職員や未就業者に対する各種研修を行い，県内への就業促進や資質の向上 て記載変更

者に対する各種研修を行い，県内への就業促進や資質の向上に努めます。 に努めます。

また，特別修学資金の貸与や，地域の産科医療機関への助産師出向に対する支援によ また，特別修学資金の貸与や，地域の産科医療機関への助産師出向に対する支援によ

り，地域偏在の解消に努めます。 り，地域偏在の解消に努めます。

○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携して児の円滑な在宅等への退 重複あり削除

院支援を行うとともに，在宅移行後においても，医療的ケア児やその家族が適切な支援を

受けられるよう，保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の連携体制の構築に努め

ます。

○ 地域において，退院児やその家族を支援するため，在宅療養を支える社会資源（小児科 重複あり削除

医，レスパイト先，訪問看護ステーション，障害児通所支援事業所，障害児相談支援事業

所等）の有効活用を検討するとともに，保健所や市町村，関係機関の連携のもと，長期にわ

たって在宅医療を必要とする児への訪問指導等の取組に努めます。

○ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため，子どもや母親の健康を確保 重複あり削除

するための母子保健医療対策や，妊婦やその家族への妊娠・出産等に関する支援の充実

に努めます。

○ 市町村や医療機関と一体となって，早期の妊娠届出や妊婦健診，妊婦歯科検診の受診 削除

について周知啓発に努めます。

○ 育児不安や産後うつなどの妊産婦の心の健康問題やハイリスク妊産婦については，そ 削除

の健やかな母性を育み守るため，医療機関や行政，精神保健福祉センターなどの関係機

関が一体となって，支援体制の充実に努めます。

○ 低出生体重児に関する現状把握や原因分析を引き続き行うとともに，低出生体重児の低 削除

減に向けた対策に努めます。また，関係機関が連携し，低出生体重児出生後の支援の充

実に努めます。
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○ 医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため，県医療勤務環境改善支援センタ ○ 医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため，県医療勤務環境改善支援セ

ーにおいて，各医療機関による勤務環境改善への取組に対して，労務管理面・医業経営面か ンターにおいて，各医療機関による勤務環境改善への取組に対して，労務管理面・医業経

ら，専門家による指導・助言を行うなど，個々の医療機関のニーズに応じた支援を行います。 営面から，専門家による指導・助言を行うなど，個々の医療機関のニーズに応じた支援を行

います。

○ 令和６年度から適用される医師の時間外労働規制に係る労働時間短縮に向けて，国の動 ○ 令和６年度から適用予定となっている医師の時間外労働規制に係る労働時間短縮に向 文言修正

向を注視しつつ，医療機関において，ＩＣＴ等の技術を活用した効率化をはじめ，医師事務作 けて，国の動向を注視しつつ，医療機関において，ＩＣＴ等の技術を活用した効率化をはじ

業補助者の確保やタスクシフトの推進等による医師に対する負担の集中の軽減等，勤務医が め，医師事務作業補助者の確保やタスクシフトの推進等による医師に対する負担の集中の

健康を確保しながら働くことができる勤務環境の整備に向けた取組が進むよう，その環境整 軽減等，勤務医が健康を確保しながら働くことができる勤務環境の整備に向けた取組が進

備に努めます。 むよう，その環境整備に努めます。

エ 医師の養成数を増やすための施策 エ 医師の養成数を増やすための施策
(ア) 専攻医等の確保 (ア) 専攻医等の確保

○ 専門研修を受ける産科医への奨励金支給のほか，医師修学資金貸与制度の活用や鹿児 ○ 専門研修を受ける産科医への奨励金支給のほか，医師修学資金貸与制度の活用や鹿

島大学等関係機関との連携などを通じて，更なる人材の確保に努めます。 児島大学等関係機関との連携などを通じて，更なる人材の確保に努めます。

○ 特に，医師修学資金貸与制度については，将来，県内の産科医として勤務しようとする医 ○ 特に，医師修学資金貸与制度については，将来，県内の産科医として勤務しようとする

学生に修学資金を貸与し，地域の中核的な病院等に勤務する医師の養成を行います。 医学生に修学資金を貸与し，地域の中核的な病院等に勤務する医師の養成を行います。

(イ) キャリア形成プログラムの充実化 (イ) キャリア形成プログラムの充実化

○ 鹿児島大学医学部や大学病院等関係機関との連携の下で策定した「修学資金貸与医師の ○ 鹿児島大学医学部や大学病院等関係機関との連携の下で策定した「修学資金貸与医師

専門医取得に係るローテーションモデル」等を活用し，地域の医療機関で勤務する地域枠医 の専門医取得に係るローテーションモデル」等を活用し，地域の医療機関で勤務する地域

師等（産科医）のキャリア形成支援に努めます。 枠医師等（産科医）のキャリア形成支援に努めます。

また，各小児科・産科医療圏においては，以下のような施策にも取り組みます。

オ 各小児科・産科医療圏における施策 体裁修正

○ 薩摩小児科・産科医療圏においては，総合周産期医療を担う鹿児島市立病院及び鹿児 ○ 薩摩小児科・産科医療圏においては，総合周産期医療を担う鹿児島市立病院及び鹿児 保健医療計画

島大学病院並びに地域周産期医療を担ういまきいれ総合病院などで構成される周産期医 島大学病院並びに地域周産期医療を担う今給黎総合病院などで構成される周産期医療体 圏域編に合わ

療体制の構築に取り組みます。 制の構築に取り組みます。 せて修正

また，緊急時に速やかな対応ができるように，関係医療機関との連携を図りながら，新生 また，緊急時に速やかな対応ができるように，関係医療機関との連携を図りながら，新生

児専用高規格救急車やドクターヘリなど，救急搬送体制の確保に努めます。 児専用ドクターカー「こうのとり号」やドクターヘリなど，救急搬送体制の確保に努めます。

○ 北薩小児科・産科医療圏においては，地域周産期母子医療センターである済生会川内 ○ 北薩小児科・産科医療圏においては，地域周産期母子医療センターである済生会川内 保健医療計画

病院を拠点として，総合周産期母子医療センターの鹿児島市立病院等との連携を図りなが 病院を拠点として，総合周産期母子医療センターの鹿児島市立病院等との連携を図りなが 圏域編に合わ

ら，地域周産期医療関連施設を含めた，総合的・効率的な周産期医療体制の充実を図りま ら，地域周産期医療関連施設を含めた，総合的・効率的な周産期医療体制の充実を図りま せて一部削除

す。 す。

また，「北薩３市２町医療体制確保推進協議会」における産科医等の確保を含めた周産 また，「北薩３市２町医療体制確保推進協議会」における産科医等の確保を含めた周産

期医療体制の維持・強化に向けた活動を支援します。 期医療体制の維持・強化に向けた活動を支援します。

さらに，県境や離島における妊娠・出産に関する安全性を確保するため，隣県との相互

連携による協力体制を含めた救急搬送体制の確保に努めます。

○ 姶良・伊佐小児科・産科医療圏においては，隣接する鹿児島地域の拠点病院等との連携 ○ 姶良・伊佐小児科・産科医療圏においては，隣接する鹿児島地域の拠点病院等との連携

体制を維持しながら，妊娠，出産から新生児に至る医療を安定的・継続的に提供できる総 体制を維持しながら，妊娠，出産から新生児に至る医療を安定的・継続的に提供できる総

合的な周産期医療体制の整備に努めます。 合的な周産期医療体制の整備に努めます。

○ 大隅小児科・産科医療圏においては，地域の拠点病院である県民健康プラザ鹿屋医療 ○ 大隅小児科・産科医療圏においては，地域の拠点病院である県民健康プラザ鹿屋医療 保健医療計画

センターを中心に開業医等との連携体制を維持しながら，総合的な周産期医療体制の維持に センターを中心に開業医等との連携体制を維持しながら，妊娠，出産から新生児に至る安 圏域編に合わ

努めます。 全で良質な医療を安定的・継続的に提供できる，総合的な周産期医療体制の維持に努め せて修正

また，ハイリスクなケースに対しては，鹿児島市立病院や鹿児島大学病院，宮崎県内の ます。
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医療機関等との連携により，高度専門的な医療を効果的に提供できる体制の維持に努め また，リスクの高い妊娠に対する高度な医療及び高度な新生児医療等を必要とするケー

るとともに，母体の救命率の向上や後遺症の軽減等を図るため，圏域外の救急搬送について スに対しては，鹿児島市立病院（総合周産期母子医療センター）や鹿児島大学病院，独立

は，ドクターヘリ等を有効に活用し，迅速な対応に努めるとともに，関係機関との連携体制の 行政法人国立病院機構都城医療センター等との連携により，高度専門的な医療を効果的

充実・強化に努めます。 に提供できるような地域周産期医療体制の維持に努めます。

さらに，産科医の減少や分娩取扱医療施設の地域偏在化が見られることから，地域の分娩

施設の維持確保に努めます。

○ 熊毛小児科・産科医療圏においては，妊娠・出産に関する安全性を確保するために，関係 ○ 熊毛小児科・産科医療圏においては，総合及び地域周産期母子医療センターと地域周 保健医療計画

機関と連携を図りながら周産期の救急搬送体制の充実・強化を図るとともに，産科医・助産 産期医療関連施設間の連携強化と，搬送体制や後方支援体制等の更なる充実を図ること 圏域編に合わ

師等の安定確保に努めます。 などにより，総合的な周産期医療体制を整備し，安心して子どもを産み育てることができる せて修正した

また，妊産婦のリスク管理や保健指導等の充実による切れ目のない母子支援体制の整備 環境づくりを推進します。 が，産科医師

を推進するため，医療，保健，福祉の各関係機関との連携強化に努めます。 また，圏域においては，産科医や分娩を取り扱う医療機関が少ないことから，妊娠・出産 が県平均より

に関する安全性を確保するために，関係機関と連携を図りながら周産期の救急搬送体制 多いためその

の整備の推進を図り，地域の拠点病院との医療連携を促進します。 部分を削除）

○ 奄美小児科・産科医療圏においては，沖縄県内の医療機関における出産や緊急搬送す ○ 奄美小児科・産科医療圏においては，沖縄県内の医療機関における出産や緊急搬送す

る場合もあることから，沖縄県内の行政機関や医療機関との連携や調整に努めます。 る場合もあることから，沖縄県内の行政機関や医療機関との連携や調整に努めます。
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新旧対照表（第３章第２節 診療科別医師の確保）

改正案 現行 備考

２ 小児科医 ２ 小児科医
⑴ 医師確保の方針 ⑴ 医師確保の方針

ア 計画の対象医療圏 ア 計画の対象医療圏
○ 本計画期間において，医師の確保を図るべき小児医療圏として，相対的医師少数都道 ○ 本計画期間において，医師の確保を図るべき小児医療圏として，相対的医師少数都道

府県及び相対的医師少数区域を次のとおり定めます。 府県及び相対的医師少数区域を次のとおり定めます。

(ア) 相対的医師少数都道府県 (ア) 相対的医師少数都道府県

鹿児島県（三次保健医療圏） 鹿児島県（三次保健医療圏）

(イ) 相対的医師少数区域 (イ) 相対的医師少数区域

北薩小児科・産科医療圏，姶良・伊佐小児科・産科医療圏， 北薩小児科・産科医療圏，姶良・伊佐小児科・産科医療圏， 熊毛圏域削除

大隅小児科・産科医療圏，奄美小児科・産科医療圏 大隅小児科・産科医療圏，熊毛小児科・産科医療圏，奄美小児科・産科医療圏

イ 医師確保の方針 イ 医師確保の方針
○ 医療提供体制等の見直し，医師の派遣調整，勤務環境改善支援及び小児科医の養成 ○ 医療提供体制等の見直し，医師の派遣調整，勤務環境改善支援及び小児科医の養成

数の増加等の施策の実施により，本県における小児科医の確保に取り組みます。 数の増加等の施策の実施により，本県における小児科医の確保に取り組みます。

○ 相対的医師少数区域においては，小児医療提供体制の整備について特に配慮が必要で ○ 相対的医師少数区域においては，小児医療提供体制の整備について特に配慮が必要で →一部削除

あることから，各医療機関の機能分担と医療圏を超えた連携に取り組むとともに，医師偏在 あることから，医療圏を超えた連携や医療機関の集約化等に取り組むとともに，医師偏在

の解消を図るため，鹿児島大学等関係機関・団体と連携して地域に必要な医師数（偏在対 の解消を図るため，鹿児島大学等関係機関・団体と連携して地域に必要な医師数（偏在対

対策基準医師数）の確保に努めます。 策基準医師数）の確保に努めます。

○ 相対的医師少数区域以外の医療圏についても，小児医療提供体制の整備を進める必要 ○ 相対的医師少数区域以外の医療圏についても，小児医療提供体制の整備を進める必要

があることから，相対的医師少数区域と同様の取組を進めていきます。 があることから，相対的医師少数区域と同様の取組を進めていきます。

⑵ 偏在対策基準医師数 ⑵ 偏在対策基準医師数
○ 小児科医師偏在指標に基づき算定された本県及び本県の相対的医師少数区域における偏 ○ 小児科医師偏在指標に基づき算定された本県及び本県の相対的医師少数区域における偏
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在対策基準医師数は以下のとおりです。 在対策基準医師数は以下のとおりです。

表：最新デー

タに更新

⑶ 偏在対策基準医師数を踏まえた施策 ⑶ 偏在対策基準医師数を踏まえた施策
県下全域において，以下のような施策の実施により，本県における小児科医の確保に取り組み 県下全域において，以下のような施策の実施により，本県における小児科医の確保に取り組み

ます。 ます。

ア 医療提供体制等の見直しのための施策 ア 医療提供体制等の見直しのための施策
(ア) 医療圏を超えた地域間の連携等 (ア) 医療圏を超えた地域間の連携等

○ 小児医療については，限られた医療資源を効率的に活用していく観点から設定された ○ 小児医療については，限られた医療資源を効率的に活用していく観点から設定された

小児科・産科医療圏を基本とし，小児救急医療拠点病院のほか，地域の拠点病院等を中 小児科・産科医療圏を基本とし，小児救急医療拠点病院のほか，地域の拠点病院等を中

心とした医療連携体制の充実・強化を図ります。 心とした医療連携体制の充実・強化を図ります。

○ 第二次救急医療体制については，現行の小児救急医療提供体制の維持及び小児専門 ○ 第二次救急医療体制については，現行の小児救急医療提供体制の維持及び小児専門

医の確保に努め，充実・強化を図ります。 医の確保に努め，充実・強化を図ります。

また，小児救急医療拠点病院の機能強化を促進します。 また，小児救急医療拠点病院の機能強化を促進します。

○ 第三次救急医療体制については，引き続き，鹿児島大学病院や鹿児島市立病院（救命 ○ 第三次救急医療体制については，引き続き，鹿児島大学病院や鹿児島市立病院（救命

救急センター）を中心に医療を提供することとし，診療機能の充実・強化に努めます。 救急センター）を中心に医療を提供することとし，診療機能の充実・強化に努めます。

○ 重篤患者等の搬送については，新生児ドクターカーやドクターヘリ，消防・防災ヘリ，自 ○ 重篤患者等の搬送については，新生児ドクターカーやドクターヘリ，消防・防災ヘリ，自

衛隊ヘリ等により救急搬送を実施しているところであり，引き続き，関係機関との連携のも 衛隊ヘリ等により救急搬送を実施しているところであり，引き続き，関係機関との連携のも

と，搬送体制の確保に努めます。 と，搬送体制の確保に努めます。

○ 県境の地域においては，隣県との連携強化により救急搬送体制の充実を図ります。 ○ 県境の地域においては，隣県との連携強化により救急搬送体制の充実を図ります。
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○ 新生児の救急搬送については，航空機や新幹線などの公共交通機関の利用が有用な 保健医療計画

ケースも考えられることから，今後も円滑な利用に向けた関係機関との協力体制の確保に 素案と合わせ

努めます。 て削除

(イ) 機能分担・連携等 (イ) 機能分化・連携等

○ 医療的ケア児等支援センターにおいて，医療的ケア児及びその家族等からの相談 保健医療計画

対応を一元的に担うほか，地域の医療・保健・福祉・教育等の関係機関等への情報 素案に合わせ

提供や連絡調整を担うなど，個々の児の心身の状況等に応じた適切な支援に努めま て追記

す。

○ 医療的ケアが必要な障害児等が，生活の場で必要な医療や療育等の支援を受けられ ○ 医療的ケアが必要な障害児等が，生活の場で必要な医療や療育等の支援を受けられ

る環境づくりを推進するため，関係者間による協議・意見交換を行うとともに，小児訪問看 る環境づくりを推進するため，関係者間による協議・意見交換を行うとともに，小児訪問看

護の取組促進を図ります。 護の取組促進を図ります。

○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携し，円滑な在宅移行に向けて ○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携し，円滑な在宅移行に向けて

退院支援を行うとともに，在宅移行後においても，児やその家族が適切な支援を受けられ 退院支援を行うとともに，在宅移行後においても，児やその家族が適切な支援を受けられ

るよう，保健，医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関の連携体制の構築に努めます。 るよう，保健，医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関の連携体制の構築に努めます。

○ 小児がん等の小児慢性特定疾病児とその家族が安心して適切な医療や支援を受けら ○ 小児がん等の小児慢性特定疾病児とその家族が安心して適切な医療や支援を受けら

れるよう，医療費の助成により経済的負担の軽減を行うほか，療養上の困り事や，就学・ れるよう，医療費の助成により経済的負担の軽減を行うほか，療養上の困り事や，就学・

就労等自立に向けた相談支援体制の確保に努めます。 就労等自立に向けた相談支援体制の確保に努めます。

○ 小児慢性特定疾病児等の小児期から成人期への移行期医療において，個々の患者の ○ 小児慢性特定疾病児等の小児期から成人期への移行期医療において，個々の患者の

症状や状況に応じた適切な医療を提供するため，小児科医と成人診療科医等との連携強 症状や状況に応じた適切な医療を提供するため，小児科医と成人診療科医等との連携強

化等について検討を行います。 化等について検討を行います。

イ 医師の派遣調整 イ 医師の派遣調整
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を図るために地域医療介護総合確保基金 ○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を図るために創設された地域医療介護総合 文言修正

を活用するなど，小児科医の育成や確保に向けた取組を推進します。 確保基金を活用するなど，小児科医の育成や確保に向けた取組を推進します。

○ 地域枠医師をはじめとする医師の派遣調整に当たっては，鹿児島大学等関係機関・団 ○ 地域枠医師をはじめとする医師の派遣調整に当たっては，鹿児島大学等関係機関・団体

体と一体となって，医師確保・配置に取り組みます。 と一体となって，医師確保・配置に取り組みます。

○ 今後，増加が見込まれている地域枠医師等の効果的な派遣を行うため，県地域医療支 ○ 今後，大幅な増加が見込まれている地域枠医師等の効果的な派遣を行うため，県地域医 文言修正

援センターと連携の上，県地域医療対策協議会における協議を踏まえ，派遣医師のキャリ 療支援センターと連携の上，県地域医療対策協議会における協議を踏まえ，派遣医師のキ

ア形成を考慮した研修先医療機関・勤務先医療機関の設定やグループ診療体制の構築 ャリア形成を考慮した研修先医療機関・勤務先医療機関の設定やグループ診療体制の構築

に向けた検討を進めます。 に向けた検討を進めます。

ウ 医師の勤務環境を改善するための施策 ウ 医師の勤務環境を改善するための施策
○ 病院勤務小児科医の勤務環境の改善に取り組みます。 ○ 病院勤務小児科医の勤務環境の改善に取り組みます。

○ 小児患者を持つ保護者等の不安を軽減するとともに，医師の負担軽減や夜間急患の混 ○ 「小児救急電話相談事業」については，県民への周知，定着を図り，積極的な活用を推進 保健医療計画

雑緩和を促進するためにも，「小児救急電話相談事業」について県民への周知，定着を図 し，小児患者を持つ保護者等の不安を軽減するとともに，医師の負担軽減や夜間急患の混 素案に合わせ

り，積極的な活用を推進します。 雑緩和を促進します。 て記載変更

○ 市町村・医師会など関係団体等による各種啓発等を通して，適切な受診が促進されるよう ○ ポスター，チラシなど様々な広報媒体や，市町村・医師会など関係団体等による各種啓発 保健医療計画

取り組みます。 等を通して，子どもの急な体調の変化に対する夜間・休日や救急における医療のかかり方に 素案に合わせ

ついての保護者の理解を向上させ，適切な受診が促進されるよう取り組みます。 て記載変更
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○ 冬場のインフルエンザなど，感染症の予防対策を推進することにより，夜間・休日における ○ 呼吸器系の疾患の受療が多いことから，冬場のインフルエンザなどの感染症に対しては， 保健医療計画

患者の集中の緩和に努めます。 手洗い・うがいの励行や，予防接種等の予防対策を推進することにより，夜間・休日における 素案に合わせ

疾病予防のための予防接種の意義・効果について各種研修会やポスター掲示等により 患者の集中の緩和に努めます。 て記載変更

広く県民に啓発します。

また，引き続き「鹿児島県感染症情報」を発行し，市町村や医療機関，ホームページ等を ○ 疾病予防のための予防接種の意義・効果について各種の研修会やポスター掲示等により 保健医療計画

通じて，県民への周知・啓発を図ります。 広く県民に啓発します。 素案に合わせ

また，引き続き「鹿児島県感染症情報」を発行し，市町村や医療機関，ホームページ等を て体裁修正

通じて，県民への周知・啓発を図ります。

○ 小児の事故防止については，各種研修会や市町村・医師会など関係団体等による広報 ○ 小児の事故防止については，各種の研修会や市町村・医師会など関係団体等による広報 保健医療計画

・啓発を促進します。 ・啓発を促進します。 素案に合わせ

て一部削除

○ 市町村が行う乳幼児健診などを活用し，小児の疾病や発達の問題などを早期に把握し， ○ 市町村が行う乳幼児検診などを活用し，小児の疾病や発達の問題などを早期に把握し， 文字訂正

適切な医療や支援につなげるよう努めます。 適切な医療や支援につなげるよう努めます。

○ 発達障害児等については，市町村の乳幼児健診等で早期に気づき，早期療育が受けられ ○ 発達障害児等については，市町村の乳幼児健診等で早期に気づき，早期療育が受けられ

る体制整備を進めるとともに，医療面からの支援が必要な発達障害児等に対しては，こども る体制整備を進めるとともに，医療面からの支援が必要な発達障害児等に対しては，こども

総合療育センターと地域の小児科医等の役割分担と連携により，適切なアセスメントと診断・ 総合療育センターと地域の小児科医等の役割分担と連携により，適切なアセスメントと診断・

支援が行われるように努めます。 支援が行われるように努めます。

○ 医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため，県医療勤務環境改善支援センタ ○ 医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため，県医療勤務環境改善支援セン

ーにおいて，各医療機関による勤務環境改善への取組に対して，労務管理面・医業経営面か ターにおいて，各医療機関による勤務環境改善への取組に対して，労務管理面・医業経営

ら，専門家による指導・助言を行うなど，個々の医療機関のニーズに応じた支援を行います。 面から，専門家による指導・助言を行うなど，個々の医療機関のニーズに応じた支援を行い

ます。

○ 令和６年度から適用される医師の時間外労働規制に係る労働時間短縮に向けて，国の動 ○ 令和６年度から適用予定となっている医師の時間外労働規制に係る労働時間短縮に向け 文言修正

向を注視しつつ，医療機関において，ＩＣＴ等の技術を活用した効率化をはじめ，医師事務作 て，国の動向を注視しつつ，医療機関において，ＩＣＴ等の技術を活用した効率化をはじめ，

業補助者の確保やタスクシフトの推進等による医師に対する負担の集中の軽減等，勤務医が 医師事務作業補助者の確保やタスクシフトの推進等による医師に対する負担の集中の軽減

健康を確保しながら働くことができる勤務環境の整備に向けた取組が進むよう，その環境整 等，勤務医が健康を確保しながら働くことができる勤務環境の整備に向けた取組が進むよ

備に努めます。 う，その環境整備に努めます。

エ 医師の養成数を増やすための施策 エ 医師の養成数を増やすための施策
(ア) 専攻医等の確保 (ア) 専攻医等の確保

○ 専門研修を受ける小児科医への奨励金支給のほか，医師修学資金貸与制度の活用や鹿 ○ 専門研修を受ける小児科医への奨励金支給のほか，医師修学資金貸与制度の活用や

児島大学等関係機関との連携などを通じて，更なる人材の確保に努めます。 鹿児島大学等関係機関との連携などを通じて，更なる人材の確保に努めます。

○ 特に，医師修学資金貸与制度については，将来，県内の小児科医として勤務しようとする ○ 特に，医師修学資金貸与制度については，将来，県内の小児科医として勤務しようとす

医学生に修学資金を貸与し，地域の中核的な病院等に勤務する医師の養成を行います。 る医学生に修学資金を貸与し，地域の中核的な病院等に勤務する医師の養成を行いま

す。

(イ) キャリア形成プログラムの充実化 (イ) キャリア形成プログラムの充実化

○ 発達障害児等については，市町村の乳幼児健診等で早期に気づき，早期療育が受けら 重複あり削除

れる体制整備を進めるとともに，医療面からの支援が必要な発達障害児等に対しては，こ

ども総合療育センターと地域の小児科医等の役割分担と連携により，適切なアセスメント

と診断・支援が行われるように努めます。

○ 鹿児島大学医学部や大学病院等関係機関との連携の下で策定した「修学資金貸与医師の ○ 鹿児島大学医学部や大学病院等関係機関との連携の下で策定した「修学資金貸与医
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専門医取得に係るローテーションモデル」等を活用し，地域の医療機関で勤務する地域枠医 師の専門医取得に係るローテーションモデル」等を活用し，地域の医療機関で勤務する地

師等（小児科医）のキャリア形成支援に努めます。 域枠医師等（小児科医）のキャリア形成支援に努めます。

また，各小児科・産科医療圏においては，以下のような施策にも取り組みます。

オ 各小児科・産科医療圏における施策 体裁修正

○ 薩摩小児科・産科医療圏では，成育医療センターとして鹿児島市立病院による一貫した ○ 薩摩小児科・産科医療圏では，鹿児島市夜間急病センターにおいては，引き続き看護 保健医療計画

医療を引き続き提供するとともに，地域のかかりつけ医との連携を推進します。 師による電話相談を実施し，保護者の不安軽減と夜間急患の混雑緩和を図ります。 圏域編に合わ

また，小児救急医療に大きな役割を果たしている鹿児島市夜間急病センターと休日在宅 また，三島村，十島村では，小児科医がいないため，今後とも小児患者の症状に応じた せて修正

当番医制について，鹿児島市医師会と連携し実施します。 対応ができる医療体制の確保に取り組みます。

さらに，新生児専用の高規格救急車やドクターヘリやなどによる重篤患者等の搬送につ さらに，三島村・十島村における重篤患者等の搬送については，関係機関との連携を図

いて，今後も関係機関と協力し，救急搬送体制の確保に努めます。 りながら，ドクターヘリや消防・防災ヘリ等の活用と救急搬送体制の充実・強化を図りま

す。

○ 北薩小児科・産科医療圏においては，病院，診療所が果たすべき役割を明確にしなが ○ 北薩小児科・産科医療圏においては，病院，診療所が果たすべき役割を明確にしなが 保健医療計画

ら，地域の拠点病院としての済生会川内病院や出水地域の中核的役割を果たす出水総 ら，地域の拠点病院としての済生会川内病院や出水地域の中核的役割を果たす出水総 圏域編に合わ

合医療センターを中心とした小児医療連携体制の維持に努めます。 合医療センターを中心とした小児医療連携体制の充実・強化に取り組みます。 せて一部修正

また，県境の地域においては，隣県との相互連携による協力体制を含めた救急搬送体 また，県境の地域においては，隣県との相互連携による協力体制を含めた救急搬送体

制の充実を図ります。 制の充実を図ります。

さらに，地域住民が，過重な重労働などの小児科医を取り巻く厳しい現状を理解し，適

切な受診が促進されるように，市町や医師会など関係団体等と協働しながら，啓発に努

めます。

○ 姶良・伊佐小児科・産科医療圏においては，圏域の病院，診療所が果たすべき役割を ○ 姶良・伊佐小児科・産科医療圏においては，圏域の病院，診療所が果たすべき役割を 保健医療計画

明確にしながら，地域の拠点病院である国立病院機構南九州病院や地域の中核的役割 明確にしながら，地域の拠点病院としての独立行政法人国立病院機構南九州病院や地 圏域編に合わ

を果たす霧島市立医師会医療センター，県立北薩病院，国分生協病院を中心とした小児 域の中核的役割を果たす国分生協病院，霧島市立医師会医療センター，県立北薩病院を せて一部修正

医療・小児救急医療連携体制を推進します。 中心とした小児医療・小児救急医療連携体制を推進します。

○ 大隅小児科・産科医療圏においては，限られた医療資源を効果的に活用していく観点か ○ 大隅小児科・産科医療圏においては，夜間の初期小児救急医療を担う大隅広域夜間急 保健医療計画

ら地域の特性に応じた連携体制の構築について医師会や行政等で検討していきます。 病センターの安定的運営を図るため，関係市町，医師会等と連携して，適切な利用に向け 圏域編に合わ

また，二次医療圏を越えた広域での連携・協力体制の構築に取り組むほか，宮崎県との た普及啓発に取り組みます。 せて修正

協力体制を含めた救急体制の充実・強化に努めます。 また，二次保健医療圏を超えた広域での連携・協力体制の構築に取り組むほか，宮崎

県との協力体制を含めた救急体制の充実・強化に努めます。

さらに，夜間の子どもの急病時に電話で看護師等が症状に応じて適切な助言を行う「大

隅広域夜間急病センターの電話相談」の活用により，小児患者を抱える保護者等の不安

軽減や適切な受診の促進を図ります。

○ 熊毛小児科・産科医療圏においては，小児医療体制の現行体制の維持及び小児専門医 ○ 熊毛小児科・産科医療圏においては，重篤患者等に係る救急搬送体制の充実・強化に 保健医療計画

の安定確保に努め，充実・強化を図ります。 努めます。特に，圏域における重篤患者等の搬送については，ドクターヘリ出動における 圏域編に合わ

また，「小児救急電話相談事業」の周知徹底や，予防接種率の向上，感染症の予防対策 時間短縮に取り組むとともに，消防防災ヘリや自衛隊等の関係機関との連携などを図りな せて修正

等を推進することにより，医師の負担軽減や夜間急患の混雑緩和を促進します。 がら，救急搬送体制の充実・強化を図る必要があります。

○ 奄美小児科・産科医療圏においては，重篤患者等の搬送については，奄美ドクターヘリ ○ 奄美小児科・産科医療圏においては，重篤患者等の搬送については，奄美ドクターヘリ 修正なし

等による救急搬送を実施しており，引き続き関係機関との連携の下，搬送体制の充実・強 等による救急搬送を実施しており，引き続き関係機関との連携の下，搬送体制の充実・強

化に努めます。 化に努めます。
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